


由による変更の機会（一部変更承認申請又は軽微変更届出）にあわせて行

うことでも差し支えない。 

３．同様に、医薬品の電子化された添付文書等の記載については上記１のと

おり整備するよう努めること。 

 

 

以上 

  



別記 

 

日本製薬団体連合会 

 

日本製薬工業協会 

 

米国研究製薬工業協会在日執行委員会 

 

一般社団法人欧州製薬団体連合会 

 

公益社団法人日本医師会 

 

公益社団法人日本薬剤師会 

 

公益社団法人日本小児科学会 

 

一般社団法人日本小児内分泌学会 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

 

各地方厚生局 

 

 


